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【議事日程第５号】 

平成２０年９月１０日（水）午前１０時開会 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 平成１９年度大和町一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３  平成１９年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認 

定について 

日程第 ４ 平成１９年度大和町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第 ５ 平成１９年度大和町介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算の認 

定について 

日程第 ６ 平成１９年度大和町宮床財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 平成１９年度大和町吉田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 平成１９年度大和町落合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 平成１９年度大和町奨学事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０ 平成１９年度大和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１１ 平成１９年度大和町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１２ 平成１９年度大和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第１３ 平成１９年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第１４ 平成１９年度大和町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１５ 平成１９年度大和町水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１６ 決算特別委員会の設置について 

 

【本日の会議に付した事件〔日程と同じ〕】 

     

午前 ９時５９分   開  議 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 皆さん、おはようございます。 

 4



 本会議を再開します。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

日程第１「会議録署名議員の指名」 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、２番松

川利充君及び３番伊藤 勝君を指名します。 

 

日程第２「認定第１号 平成１９年度大和町一般会計歳入歳出決算の認定について」

から 

日程第１５「認定第１４号 平成１９年度大和町水道事業会計歳入歳出決算の認定に 

ついて」まで 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 日程第２、認定第１号平成１９年度大和町一般会計歳入歳出決算の認定

についてから日程第１５、認定第１４号平成１９年度大和町水道事業会計

歳入歳出決算の認定についてまでを一括議題とします。 

 前日に引き続き、朗読を省略して提出者の説明を求めます。町民課長瀬

戸啓一君。 

 

町民課長 （瀬戸啓一君）  

 おはようございます。 

 それでは、議案書の４１ページをお願いいたします。 

 認定第２号平成１９年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出

決算の認定でございます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町国民健

康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付して議

会の認定をお願いするものでございます。 
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 歳入歳出決算書事項別明細書の８９ページをお願いいたします。あわせ

まして、主要な施策に関する説明書の１１５ページから１１７ページをご

参照願います。 

 当該国保会計につきましては、国民健康保険制度に基づきます医療運営

に関する業務が大半でございまして、病気医療費、高額医療費、葬祭費、

出産育児一時金等が主な業務でございます。 

 それでは、８９ページの歳入でございます。 

 １款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民健康保険税、２目退職被

保険者等国民健康保険税でございます。 

 この１目、２目に関しましては、国民健康保険税でございまして、国保

税総額の収納率につきましては、平成１９年度の現年度分としまして８

７．４％、滞納繰越分としまして１４．７％でございました。 

 次のページをお願いいたします。 

 ２款使用料及び手数料１項１目督促手数料でございます。 

 これにつきましては、督促手数料の費用でございます。 

 ３款１項１目療養給付費等国庫負担金でございます。 

 療養給付費の支給に係る国からの定率の負担金でございまして、調定ど

おりの収入となっております。 

 ２目高額医療費共同事業負担金でございます。 

 高額医療に要しました費用を緩和するための助成金、国からの負担金で

ございます。調定どおりの収入でございます。 

 次のページお願いいたします。 

 ２項国庫補助金１目財政調整交付金、２目総務費国庫補助金でございま

して、１目につきましては、国からの交付金でございまして、調定どおり

の収入でございます。２目につきましては、長寿医療制度、後期高齢者医

療制度電算システム開発費に要しました国からの補助金でございます。調

定どおりの収入でございます。 

 ４款１項１目療養給付費交付金につきましては、退職者医療費に要する

交付金でございまして、社会保険診療報酬支払基金より交付金されたもの

でございます。調定どおりの収入でございます。 

 次のページお願いいたします。 
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 ５款県支出金１項１目高額医療費共同事業負担金でございます。 

 高額医療に充当するための県からの負担金でございまして、医療費の拠

出金の４分の１相当額について交付されたものでございまして、調定どお

りの収入でございます。 

 ２項県補助金１目調整交付金につきましては、療養給付費用の６％相当

額につきまして県より交付されたものでございまして、調定どおりの収入

でございます。 

 ６款共同事業交付金でございまして、１項１目高額医療費共同事業交付

金につきましては、医療のレセプト１件が月８０万円を超える高額医療に

対する国保連合会からの交付金でございます。調定どおりの収入でござい

ます。 

 ２目保険財政共同安定化事業交付金につきましては、レセプト１件当た

り月３０万円を超える部分に対しまして定率に交付された交付金でござい

ます。調定どおりの収入となっております。 

 ７款財産収入から１０款諸収入につきましては、すべて調定どおりの収

入でございます。 

 ９６ページの歳出をお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項１目一般管理費、７節賃金につきましては、医療レセプ

ト点検整理に要しました事務補助賃金でございます。１２節につきまして

は、主に高額療養費支給事務のための通信費用等でございます。１３節に

つきましては、国保連合会の電算共同処理システム並びに後期高齢者医療

制度の創設に伴いますシステム開発等について委託をしたものでございま

す。 

 ２目団体負担金につきましては、宮城県国保連合会への負担金でござい

ます。 

 ２項１目賦課徴収費１１節につきましては、国保税の納税通知書等の印

刷代金等でございます。 

 次のページお願いいたします。 

 ３項運営協議会費１目運営協議会費につきましては、国保運営協議会３

回並びに国保運営委員９名に対します報酬並びに費用弁償等、研修会等の
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費用でございます。 

 ４項１目趣旨普及費につきましては、１１節国保制度の改正等に伴いま

すパンフレット等の印刷代等でございます。 

 ２款保険給付費１項１目一般被保険者療養給付費、２目退職被保険者等

療養給付費につきましては、１目、２目とも医療保険者の負担につきまし

て、町などの保険負担の国保連合会に支払った負担金でございます。 

 次のページお願いいたします。 

 ３目一般被保険者療養費、４目退職被保険者等療養費につきましては、

コルセット、はり・きゅう等医療装具費用に要しました保険者負担分につ

きましての支払い分でございます。 

 ５目審査手数料につきましては、医療診療報酬の明細の審査につきまし

て国保連合会へ委託しました委託料でございます。 

 ２項１目一般被保険者高額療養費、２目退職被保険者等高額療養費につ

きましては、高額療養費につきまして給付を行ったものでございまして 

１，６５０件分でございます。 

 ３項葬祭費１目葬祭費につきましては、葬祭費用１３５件分の費用でご

ざいます。 

 次のページお願いいたします。 

 ４項出産育児諸費１目出産育児一時金につきましては、出産一時金とし

まして４３件分の費用でございます。 

 ３款老人保健拠出金１項１目老人保健医療費拠出金、２目老人保健事務

費拠出金につきましては、老人保健制度に係る医療費及び事務費につきま

して、保険者負担分について支払基金に納付したものでございます。 

 ４款介護納付金１項１目介護納付金につきましては、診療報酬の支払基

金に納付しました介護事業運営のための納付金でございます。 

 ５款共同事業拠出金１項１目高額医療費拠出金、２目保険財政共同安定

化事業拠出金、３目その他共同事業事務費拠出金につきましては、１目、

２目、３目とも国保連合会への支払拠出金でございまして、国保財政の安

定を目的に各市町村が医療実績に基づき支払いました拠出金でございま

す。 

 次のページお願いします。 
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 ６款保健事業費１項１目保健衛生普及費でございまして、７節賃金につ

きましては、レセプト点検確認事務の賃金でございます。８節につきまし

ては、年間病気にかからなかった世帯、無病世帯９５世帯に対します記念

品並びに７０歳以上の健康優良者５３名に対します記念品、あわせまして

健康教室の講師謝礼等でございます。１１節につきましては、ウォーキン

グマップ印刷代等でございます。１２節につきましては、医療費の通信郵

送料等、１３節につきましては、医療費通知電算処理を国保連合会に委託

している部分につきましての委託料でございます。２８節につきまして

は、一般会計への繰出金でございまして、集団健診、基本健診、がん検

診、脳ドック等国保会計から町の会計の方へ検診をお願いした分につきま

しての費用相当分の繰出金でございます。  

 ７款基金積立金１項１目財政調整基金積立金につきましては、利子相当

分の積み立てでございまして、年度末に基金へ繰り入れしたものでござい

ます。現段階での基金の残高につきましては、国保基金は３億２，０７８

万円でございます。 

 次のページ、９款諸支出金１項１目、２目、３目、４目、５目、これら

につきましては、すべて税の還付金並びに医療給付費の精算によります返

還金、償還金でございます。 

 １０４ページをお願いいたします。 

 国保会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額２１億８，４４５万２，０００円、歳出総額２１億３，５３３

万８，０００円、歳入歳出差引額４，９１１万４，０００円、実質収支額

４，９１１万４，０００円。実質収支額のうち基金へ繰り入れしました額

が４，０００万円でございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 保健福祉課長浅野雅勝君。 

 

 

保健福祉課長 （浅野雅勝君） 

  議案書は４２ページをお願いいたします。 
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 認定第３号、地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度

大和町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を

つけまして議会の認定に付すものでございます。 

 決算書につきましては１０９ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料でございますが、収入済額１億９，

３３２万８，２１０円となりまして、調定対比９４．６％、収入未済額は

滞納繰越を含め８４６万４，０２０円でございます。 

 ２款２項１目介護予防手数料でございますが、ホームヘルパー派遣手数

料、生活援助事業利用者負担でございます。 

 １１０ページでございます。 

 ３款１項１目介護保険給付費でございますが、介護給付費の２０％相当

分の現年度国庫負担金でございます。 

 それから、２項１目調整交付金につきましては、原則といたしまして給

付費の５％でございますが、平成１９年度におきましては６．３％の交付

となってございます。 

 それから、２目、３目につきましては、地域支援事業の介護予防事業分

と包括的支援事業の任意事業に係る交付金でございます。 

 １１１ページをお願いいたします。 

 ４目事業費補助金でございますが、介護保険システム改修業務について

の補助金でございまして、平成１８年度からの繰越分も含んでございま

す。 

 それから、４款１項１目介護給付費負担金につきましては、介護給付費

の３１％分の社会保険診療報酬支払基金よりの交付金でございます。 

 ２目につきましては、地域支援事業にかかわります、同じく支払基金か

らの交付金でございます。 

 それから、５款１項１目介護給付費負担金でございますが、介護給付費

の１２．５％相当分の県からの負担金でございます。 

 １１２ページの３項１目及び２目につきましては、地域支援事業の介護

予防事業と包括的支援事業の任意事業に係る補助金でございます。 

 １１３ページをお願いいたします。 
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 ７款１項１目一般会計繰入金の１節につきましては、介護給付費の１

２．５％の法定ルール分の繰り入れ、それから２節につきましては、職員

７名分の給与費等の繰り入れ、３節、４節につきましては、地域支援事業

の介護予防事業分と包括的支援事業の任意事業に係る繰り入れでございま

す。 

 ８款繰越金につきましては、前年度よりの繰越金でございます。 

 １１４ページでございます。 

 ９款２項１目につきましては、歳計現金の利子でございます。 

 １１５ページでございますが、３項４目雑入でございますが、任意事業

といたしましての給食サービス利用者負担金でございます。 

 次に、１１６ページの歳出でございます。 

 なお、説明書につきましては１１８ページを参照願いたいと思います。 

 歳出の１款１項１目一般管理費でございますが、介護保険事業に要しま

した費用などでございます。 

 １１節につきましては、コピー、物品購入、予算・決算書印刷費用など

でございます。１２節介護保険プログラム保守手数料、機器の保守手数料

でございます。１３節につきましては、平成１９年度介護システム改修費

及び平成１８年度からの繰り越しております介護保険システム改修業務の

費用でございます。１４節ですが、介護事務処理システムの借上料でござ

います。２５節につきましては、利子分を財政調整基金へ積み立てをした

ものでございます。 

 それから、２項徴収費１目賦課徴収費１１節及び１２節でございます

が、介護保険の賦課徴収に要した費用でございます。 

 それから、３項１目認定調査等費でございますが、１１７ページの８節でご

ざいます。 

認定調査員５名の報償費でございます。１１節につきましては、公用車２

台の車検、燃料費等でございます。１２節につきましては、主治医の意見

手数料ほか電話、郵便料金でございます。それから１９節ですが、介護認

定審査会運営経費といたしまして、黒川地域行政事務組合への負担金でご

ざいまして、負担割合は均等割２５％、実績割が７５％となってございま

す。 
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 それから、４項１目１節、９節でございますが、これにつきましては、

介護保険運営委員会に要した費用でございます。 

 それから、２款保険給付費につきましては、それぞれ介護サービスの実

績に基づく給付費でございます。 

 １項１目１９節でございますが、訪問、通所、短期入所サービス等居宅

介護給付費、住宅改修費、福祉用具購入に係る給付費でございます。 

 ２目１９節、１１８ページになりますが、これにつきましては、老人福

祉施設、老人保健施設、介護施設、計１，４０３件分の給付費でございま

す。 

 それから、３目１９節につきましては、ケアプラン作成に伴う負担金でご

ざいます。 

 ４目１９節ですが、地域密着型介護サービスとしてのグループホームや

デイサービスに対する給付費でございます。 

 それから、２項１目１２節でございますが、１万６，８２５件分の介護

給付費審査手数料でございます。 

 それから、３項１目１９節でございますが、１，１３６件分の高額介護

サービス等の給付費でございます。 

 １１９ページをお願いします。 

 ４項１目でございますが、これの１９節ですが、これにつきましては 

１，４０３件の特定入所者生活介護給付費でございます。 

 それから、５項１目１９節、それから３目介護予防サービス計画給付等

費につきましては、この１９節、１２０ページになりますが、それぞれ要

支援１・２の方に対する介護予防サービス計画等の給付でございます。 

 ３款１項１目１９節につきましては、県財政安定化基金への拠出金でご

ざいます。 

 ４款１項１目２３節につきましては、第１号被保険者への還付でござい

ます。 

 ３目２３節でございますが、平成１８年度の介護給付費の精算、それか

ら地域支援事業交付金の事業確定による返還金でございます。 

 １２１ページでございます。  

 ５款地域支援事業につきましては、要支援、要介護状態になる前からの
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介護予防を推進しようとし設けられたものでございます。 

 １項１目８節でございます。これにつきましては、介護教室時の謝礼、

１３節につきましては、地域支援事業におきます介護予防業務、それから

運動機能向上業務の委託でございます。 

 ２目につきましては、元気な高齢者を対象に介護予防普及啓発事業、介

護予防支援事業に要した費用でございます。 

 ７節でございますが、健康貯筋友の会での看護師の賃金、８節につきま

しては、活き生きサロンなどへの介護予防出前講座の医師とか栄養士、運

動指導者への謝礼でございます。１３節につきましては、生活管理指導短

期宿泊事業の委託でございます。 

 １２２ページでございますが、２項１目でございますが、地域包括セン

ターの人件費、システム保守料、機器の借り上げに要した費用でございま

す。 

 それから、２目相談事業費でございますが、独居老人の定期的な実態把

握に要した費用でございます。 

 それから、３目につきましては、高齢者虐待防止啓発用に要した費用でござ

います。 

 それから、４目につきましては、ケアマネ、スタッフの研修会に要した

費用でございます。 

 １２３ページをお願いします。 

 この中の５目でございますが、５目につきましては、配食サービス事業

に要した費用でございます。福祉協議会に委託してございます。 

 １２４ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１０億

８，２２３万９，０００円、歳出総額１０億５，７１１万２，０００円、

歳入歳出差引額、実質収支額ともに２，５１２万７，０００円となってご

ざいます。地方自治法第２３３条の２の規定によります基金への積み立て

につきましては１，２５６万４，０００円としてございます。 

 次に、議案書につきましては４３ページをお願いいたします。 

 認定第４号でございます。 

 地方自治法第 ２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町介護

サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけまし
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て、議会の認定に付すものでございます。 

 決算書につきましては１２７ページをお願いいたします。 

 歳入でございます。 

１款１項１目１節介護予防サービス計画費等収入でございますが、介護

予防プラン作成に係る収入でございます。 

 ２款につきましては、財政調整基金の利子の収入でございます。 

 ３款につきましては、前年度からの繰越金でございます。 

 １２８ページの中の４款２項２目雑入につきましては、グループホーム

すずらんへの土地貸付料を運営法人からの負担金として収入したものでご

ざいます。 

 次に、１２９ページの歳出をお願いいたします。 

 説明書につきましては１２５ページに記載してございます。 

 歳出の１款１項１目１１節でございますが、予算・決算書の印刷代、そ

れから１９節につきましては、家族の会県支部への負担金でございます。

２５節につきましては、財政調整基金への積み立てでございます。 

 それから、２款１項１目１２節はすずらん建物災害の共済費、１４節に

つきましては、すずらんにかかります土地借上料でございます。 

 それから、２項１目１１節でございますけれども、コピー代などの支出

でございます。１２節につきましては、郵便料金等でございます。 

 １３０ページでございますけれども、１３節につきましては、指定介護

予防支援業務に要した費用でございます。 

 次の１３１ページの実質収支に関する調書の方をお願いいたします。 

 歳入総額４６７万５，０００円、歳出総額４０９万５，０００円、歳入

歳出差引額、それから実質収支額ともに５８万円となってございます。以

上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長 （千坂賢一君）  

 それでは、議案書の４４ページになります。 
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 認定第５号でございます。 

 こちらは前議案同様、平成１９年度大和町宮床財産区特別会計の歳入歳

出決算について、議会の認定をお願いするものでございます。 

事項別明細書は１３４ページになります。 

なお、成果に関する説明書については１２６ページに記載いたしてござ

います。 

歳入でございますが、１款１項１目総務費県補助金につきましては、直

営林高山地内にあります直営林の間伐に要します森林育成事業の補助金収

入でございます。 

 ２款１項１目財産貸付収入につきましては、宮床生産森林組合ほかに貸

し付けを行いました貸付料収入でございます。 

 ２目利子及び配当金につきましては、基金の利子収入でございます。 

 ２項財産売払収入の不動産売払収入につきましては、リサーチパークの

関連用地といたしまして１８万６，０００平方メートル、１８．６ヘクタ

ールを売却した収入７億９，０００万円余、それから山田松倉鉱泉線の整

備に伴いまして代替地としてお譲りをした８９万２，０００円の合計収入

でございます。２節立木売払収入につきましては、リサーチ関連での立木

の補償費７６万６，０００円余、それから電源開発の立木伐採補償といた

しまして２万７，０００円ほどの収入合計でございます。 

 繰入金につきましては、財源調整のための財産造成基金からの繰入金、

繰越金は前年度からの繰り越し、諸収入の緑資源機構支出金につきまして

は、緑資源での分収造林地の除伐に要しました高山地内の４ヘクタール分

の収入でございます。 

 預金利子は歳計現金利子でございます。 

 １３７ページの歳出でございます。 

 １款１項１目管理会費につきましては、管理会の運営経費に要したもの

で、１節報酬につきましては、委員７名分、なお、ほかの財産区も同様で

ございますが、端数ついておりますのは、平成１９年５月に委員さんの改

選がございましたので、日割り計算をさせていただいたところから端数分

少なくなっている状況がございます。 

 ２款１項１目一般管理費ですが、こちらは管理会の事務運営分で、４節
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共済費につきましては、７節の業務員、嘱託員の部分の労働保険でござい

ます。賃金につきましては、業務員１名、嘱託員１名に要した経費。１１

節需用費につきましては、作業服、長靴等の消耗品購入に予算書、決算書

の印刷代。役務費は会議開催通知の切手代。 

 ２目財産管理費につきましては、７節賃金につきましては、財産区有林

の巡視員２名に対する賃金でございます。１１節需用費につきましては、

リサーチ関係で代替用地を取得いたしましたが、契約書に張りつけます印

紙代でございます。１２節役務費は森林保険の更新期に該当した部分の保

険料。１３節につきましては、直営造林地の作業道設置に係ります費用で

ございます。並びに財産区有地部分に該当しますところの側溝の修繕費

用、作業道等の側溝の修繕費用もあわせて行っております。これは工事請

負費でございます。委託料の部分については間伐でございます。 

 １３８ページになります。 

 １７節公有財産購入費につきましては、リサーチで処分をいたしました

土地にかわります土地として代替地、実測面積で約１４．５ヘクタールを

三菱地所から購入した経費３億９，０００万円余でございます。１９節負

担金補助及び交付金につきましては、大和町林業地域振興協議会ほか２団

体への負担金でございます。２２節の補償補填及び賠償金につきまして

は、リサーチの代替用地取得に係ります立木補償費分でございます。山田

松倉鉱泉線に係りますあの代替地として処分をいたしました分の２分の１

につきまして、生産森林組合の地上権抹消補償分４４万６，０００円を含

んでございます。積立金につきましては、財産造成基金への積立金。 

 ３目緑資源機構分収造林管理費につきましては、造林地の管理経費でご

ざいますが、旅費については、当該年度の造林打ち合わせに要しました費

用。それから１３節委託料につきましては、高山地内の平成７年に植栽い

たしました部分の除伐を行った経費でございます。 

 諸費につきましては、１９節は財産区連絡協議会への負担金。２８節に

つきましては説明資料の方の１２６ページにも記載してございますが、一

般会計を経由いたしまして地域振興のために繰り出したものでございま

す。 

 なお、平成１９年度末財産区の基金残高につきましては６億３，７６７
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万１，０００円となってございます。 

 １３９ページの実質収支調書でございますが、歳入総額８億５，２５７

万７，０００円、歳出総額８億５，０６９万５，０００円、差引額１８８

万２，０００円、繰り越しはなしで、実質収支額１８８万２，０００円と

なってございます。 

 次に、議案書の４５ページ、認定第６号でございますが、こちらも前段

同様、平成１９年度吉田財産区特別会計歳入歳出決算について、議会の認

定をお願いするものでございます。 

 事項別明細書につきましては１４２ページ、説明書については１２７ペ

ージになりますので、ご参照をお願いいたします。 

 まず、１４２ページ、歳入でございますが、１款１項１目総務費県補助

金につきましては、宮床と同様に平成８年植栽の升沢檀ノ下部分の除間伐

に要します森林育成事業の補助金収入でございます。 

 ２款１項１目財産貸付収入につきましては、吉田愛林公益会並びに東北

電力への電柱等の貸付収入でございます。 

 ２目利子及び配当金については基金の利子。 

 ２項財産売払収入につきましては、土地についてはございませんで、２

節立木売払収入につきましては、升沢部分林におきます分収造林の分収金

収入でございます。２割部分の収入計上でございます。８割は部分林組合

の収入という内容になってございます。 

 ３款繰入金については、財源調整のための基金からの繰り入れ。 

 ４款繰越金については、前年度からのもの。 

 ５款諸収入でございますが、１項１目緑資源機構支出金につきまして

は、檀ノ下地内の昭和６３年植栽の分収造林契約地の除伐に要します費用

収入でございます。 

 ２項預金利子は歳計現金利子でございます。 

 １４５ページ、歳出になります。 

 １款１項１目管理会費につきましては、宮床と同様に管理会の運営に要

した経費でございます。報酬の端数につきましても前段お話しした内容の

とおりでございます。 

 ２款１項１目一般管理費の共済費につきましては、これも嘱託職員の労
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働保険分、賃金につきましては、嘱託員１名の費用。１１節需用費につき

ましては、作業服、あるいは予算書・決算書の印刷経費。役務費は会議開

催通信切手代。 

 ２目財産管理費につきましては、１２節役務費は昭和５５年、５６年植

栽した部分の森林の森林保険。それから１３節委託料につきましては、直

営造林地、檀ノ下地内の除伐に要しました経費でございます。 

 １４６ページになります。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては、宮床同様大和町林業地域

振興協議会ほか２団体への負担金でございます。 

 ３目緑資源機構分収造林管理費につきましては、１２節役務費につきま

して、森林保険でございます。昭和６２年植栽のものに対するものです

が、こちらは分収造林地なので、造林者が行うという部分があるのかもし

れませんが、協定等によりまして、植栽後２１年経過した以降については

直接納付しなければならないという内容になっているそうでございますの

で、こちら持ち出し部分での保険料となってございます。１３節委託料に

つきましては、檀ノ下地内の除伐に要しました経費。 

 ４目諸費につきましては、１９節は財産区連絡協議会への負担金。２８

節につきましては、説明資料の方にも記載してございますが、地域振興協

議会ほかへ地区の振興に要する経費として一般会計へ繰り出したものでご

ざいます。 

 なお、平成１９年度末基金残高は８５７万円となってございます。 

 １４７ページ、実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額５０３万８，０００円、歳出総額４５７万２，０００円、差引

額４６万６，０００円、実質収支額も同様の４６万６，０００円となって

ございます。 

 では、議案書の４６ページの認定第７号でございますが、こちらも前段

同様、平成１９年度落合財産区特別会計歳入歳出決算について認定をお願

いするものでございます。 

 説明資料１５０ページになります。 

 １款１項１目財産貸付収入でございますが、こちらは相川地区、報恩寺

地区、松坂地区へそれぞれ貸し付けを行った収入並びにＮＴＴへの貸付収

 18



入の合計額でございます。 

 ２目利子及び配当金につきましては、基金からの利子計上でございま

す。 

 財産売払に関する部分については、科目設定のみで収入はございません

でした。 

 繰入金につきましては、財源調整のための造成基金からの繰入金。 

 繰越金は前年度からのもの。 

 預金利子につきましては、歳計現金の利子となってございます。 

 １５２ページになります。 

 歳出でございます。 

 １款１項１目管理会費につきましては、他の２財産区と同様に管理会運

営に要する経費になってございます。 

 ２款１項１目一般管理費につきましての１１節需用費は作業服の購入、

予算書・決算書の印刷。１２節は連絡用切手代。 

 ２目財産管理費１９節につきましては、山火事防止推進協議会への負担

金。 

 ３目諸費につきましては、１９節は財産区連絡協議会への負担金。２８

節につきましては、地域振興のために一般会計を経由して、地域振興補助

金としての対応としての繰り出したものでございます。詳細については説

明資料の１２８ページに記載してございます。 

 落合財産区の平成１９年度末基金の残高は３億３，１４１万７，０００円と

なってございます。 

 １５４ページ、実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額６８９万１，０００円、歳出総額６２２万円、差引額６７万 

１，０００円、繰り越しはなく、実質収支も同様の６７万１，０００円と

なってございます。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 教育総務課長瀬戸善春君。 

 

教育総務課長 （瀬戸善春君）  

 それでは、議案書の４７ページであります。 
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 認定第８号平成１９年度大和町奨学事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてであります。 

 別紙監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするものでございま

す。 

 明細書の１５７ページであります。 

 あわせて主要な施策説明書１２９ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

 歳入でありますが、１款１項１目利子及び配当金につきましては、基金

からの利子収入でございます。 

 ３款１項１目一般会計繰入金につきましては、財源調整のための一般会

計からの繰り入れであります。 

 ４款１項１目繰越金につきましては、前年度からの繰越金でございま

す。 

 次のページでありますが、５款２項１目奨学費貸付金元利収入につきま

しては、貸し付けを行いました奨学金償還金でございまして、５７名分か

らの収入であります。 

 なお、収入未済額６４万６，０００円でございますが、９名分でありま

して、引き続き償還に向けた督促等に努力いたしてまいりたいと思いま

す。 

 次に、１５９ページでありますが、歳出でございます。 

 １款１項１目事業費２１節貸付金につきましては、高校生１１名、大学

生２５名に対しての奨学金の貸し付けを行ったものでございます。 

 ２目事務費につきましては、奨学事業審議会２回の開催に要した費用でござ

います。 

 １６０ページの実質収支に関する調書でございます。 

 １の歳入総額８２７万４，０００円、２の歳出総額７９６万７，０００

円で、３の差引額及び５の実質収支額ともに３０万７，０００円となった

ものであります。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

  町民課長瀬戸啓一君。 
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町民課長 （瀬戸啓一君）  

 続きまして、議案書の４８ページお願いいたします。 

 認定第９号平成１９年度大和町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定でござ

います。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町老人保

健特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付して議会の認定をお

願いするものでございます。 

 事項別明細書の１６３ページをお願いしますとともに、主要な施策に関

する説明書の１３０ページをあわせてご参照をお願いいたします。 

 当該会計につきましては、７５歳以上、障害認定を受けた方につきまし

ては６５歳以上の方々への医療費負担業務を行ったものでございます。 

 １６３ページ、歳入でございます。 

 １款支払基金交付金１項１目医療費交付金につきましては、医療費に係

ります社会保険診療報酬支払基金からの交付金でございまして、調定どお

りの収入でございます。 

 ２目審査支払手数料交付金につきましても、社会保険診療報酬支払基金

よりの審査手数料に係る交付金でございます。調定どおりの収入となって

おります。 

 ２款国庫支出金１項１目医療費国庫負担金につきましては、老人保健医

療費に係る国からの定率の負担金でございまして、調定どおりの収入でご

ざいます。 

 次のページ、３款県支出金１項１目医療費県負担金でございます。 

 老人保健医療費に係ります県からの定率の負担金でございまして、調定

どおりの収入でございます。 

 ４款繰入金１項１目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰

り入れでございます。 

 ５款繰越金１項１目につきましては、平成１８年度からの繰越金でござ

います。 

 次のページをお願いいたします。 

 ６款諸収入２項町預金利子１目町預金利子でございますけれども、当該

会計の預金利子でございます。 
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 ３項雑入１目第三者納付金につきましては、交通事故を起こしました、

起きました２人分からの公費立てかえ相当分の納付金でございます。 

 ２目返納金につきましては、医療費の錯誤、誤りによります精算に基づ

きまして、医療機関からの返還金でございます。 

 歳出でございます。 

 １款総務費１項１目一般管理費１１節につきましては、庁用の消耗品、

パンフレット、コピー代等でございます。１２節につきましては、医療費

支給分に係ります郵送手数料等でございます。１３節につきましては、医

療費の通知、受給者の確認等について国保連合会へ電算処理を委託したも

のでございます。 

 ２款医療諸費１項１目医療給付費につきましては、保険者の医療費負担

分について支出したものでございます。 

 ２目医療支給費につきましては、保険者への医療の器具、装具、コルセ

ット、マッサージ等、医療総務費等の支出を行ったものでございます。 

 ３目高額療養費につきましては、限度額を超えました保険者への高額療

養費相当部分について支払いを行ったものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ４目審査支払手数料でございます。 

 社会保険診療報酬支払基金並びに国保連合会への医療審査支払手数料を

委託したものでございます。 

 ３款諸支出金１項１目償還金につきましては、平成１８年度医療実績に

基づきまして支払基金への返還金、償還金でございます。 

 ２項１目一般会計繰出金につきましては、平成１８年度実績確定により

ます一般会計へ戻し入れした分でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 老人保健会計の実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１９億３，７７５万３，０００円、歳出総額１９億２，４１５

万１，０００円、歳入歳出差引額１，３６０万２，０００円、実質収支額

同じく１，３６０万２，０００円でございます。以上でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 暫時休憩します。 

 休憩時間は１０分間とします。 

 

    午前１０時５５分   休  憩 

    午前１１時０５分   再  開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 上下水道課長渋谷久一君。 

 

上下水道課長 （渋谷久一君） 

 それでは、議案書の４９ページをお願いいたします。 

 認定第１０号平成１９年度大和町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてであります。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町下水道

事業特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を添えて議会の認定を

お願いするものでございます。 

 詳細につきましては、決算書の１７１ページ、実施の概要につきまして

は、主要な施策の成果に関する説明書１３１ページ以降についてご報告し

ておりますので、あわせてご参照をお願いいたします。 

 下水道事業につきましては、公共用水等の向上、さらには公衆衛生の活

動、下水施設の整備でございます。 

 事項別明細書の１７１ページ、１款分担金及び負担金１項１目下水道事

業負担金でございます。 

 １節公共下水道費受益者負担金につきましては、現年度分収入済額５４

１万５，０９０円で、収納率は８７．９％となっております。２節滞納繰

越分につきましては、収納率４．２％、９万５，６７０円でございます。 

 ２款使用料及び手数料１項１目下水道使用料につきましては、現年度分

につきましては、収入済額２億１３万７，５５６円で、収納率が９９％で

ございます。 
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 ２目滞納繰越分につきましては、収入済額２５４万９，８５１円で、収

納率は４６．４％となっております。 

 ２項手数料は調定どおりの収入となっております。 

 １７２ページになります。 

 ３款国庫支出金１項１目下水道国庫補助金につきましては、事業費の２

分の１の補助となっておりますが、リサーチ関係地区の繰り越し事業に係

る１，７８５万円が収入未済となっております。 

 ４款繰入金から１７３ページの７款町債までにつきましては、調定どお

りの収入となっております。 

 次に、歳出でございます。 

 １７４ページです。 

 １款土木費１項１目一般管理費につきましては、下水道の管理経費のほ

か、使用料金等の賦課徴収、水質規制、施設の維持管理に要したものであ

ります。 

 主なものといたしまして、１１節需用費はマンホールポンプの電気料、

修繕料などでございます。１２節役務費につきましては、マンホールポン

プの管理用電話の使用料及び汚水管等の清掃手数料でございます。１３節

につきましては、料金調定業務、メーター検針業務の水道事業への委託料

及び流域下水道への接続点８カ所と特定事業所２２カ所の水質検査委託、

その他マンホールポンプの保守点検、清掃委託に要したものでございます。

１９節負担金につきましては、吉田川流域下水道維持管理負担金と仙台市下水道管理

負担金が主なものでございます。補助金につきましては、水洗便所改造資金貸付に係

る利子補給金２５３件分でございます。２７節につきましては、消費税であります。 

 次に、２項１目建設費でありますが、公共下水道補助事業分と町単独の事業分のほ

か、流域下水道等への建設負担金が主なものであります。 

 １７５ページをお願いいたします。 

 ７節賃金につきましては、事務費補助の補助員の賃金、１３節委託料につきまして

は、一部繰り越しとなっておりますが、リサーチパーク関連事業の測量設計業務委託

に要したものでございます。１４節は積算システムの借上料、１５節工事請負費につ

きましては、補助事業分としてリサーチパーク関連事業が一部繰り越しとなっており

ますが、マンホールポンプ等５基の設置及び汚水管６件、延長１，９９６メートルの
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整備に要した費用でございます。町の単独事業といたしましてはマンホール６基の設

置、汚水管の整備７件、延長９７７メートル、管渠整備工事を行ったものでございま

す。１９節につきましては、吉田川流域下水道と仙台市に対する建設負担金でありま

す。 

 ２款公債費につきましては、１項１目元金４４件の償還、利子につきましては５１

件の支払いでございます。 

 なお、平成１９年度末の借り入れ残高、これにつきましては、前年度より２億 

４，７３５万８，０００円減の６２億５，４９７万円となっております。 

 １７６ページの実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額１１億６，３２０万３，０００円、歳出総額１１億５，１３１万 

５，０００円、歳入歳出差引１，１８８万８，０００円。翌年度へ繰り越すべき財

源でございますが、明許繰越額として１１５万円、これによりまして、実質収支は 

１，０７３万８，０００円であります。以上でございます。 

 次に、議案書の５０ページをお願いいたします。 

 認定第１１号平成１９年度大和町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてであります。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町農業集落排水事業

特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を添えて議会の認定をお願いするもの

であります。 

 詳細につきましては、決算書の１７９ページをお願いいたします。 

 なお、実施概要につきましては、説明書の１３３ページに記載し、報告しておりま

すので、あわせてご参照を願います。 

 決算書 １７９ページの事項別明細書でございます。 

 初めに歳入でございます。 

 １款分担金及び負担金１項１目農業集落排水事業分担金につきましては、山田地

区、中野、新小路、向原地区の受益者２１５名分の分担金でございます。 

 １節現年分につきましては、収入済額２，１４５万２００円、収納率は９２％とな

っております。滞納繰越分の収納率につきましては３８％となっております。 

 ２款使用料及び手数料１項１目農業集落排水処理施設使用料でございます。 

 現年分につきましては、収入済額５２３万５３２円で、収納率は９７．３％となっ

ております。２節滞納繰越分の収納率につきましては１００％でございます。 

 25



 次に、１８０ページでございます。 

 ３款県支出金１項１目農業集落排水事業県補助金につきましては、舗装復旧工事に

対する２分の１の補助でございます。 

 ４款繰入金につきましては、財源調整のため一般会計からの繰り入れでございます。 

 ５款繰越金につきましては、前年度から繰り越ししたものでございます。 

 １８１ページでございます。 

 ６款諸収入につきましては、消費税の還付金でございます。雑入でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 １８２ページになります。 

 １款農業集落排水事業１項１目一般管理費につきましては、宮床クリーンセンター

運営管理費及びマンホールポンプの維持管理に要した経費であります。 

 主なものといたしまして、１１節需用費につきましては、クリーンセンター、それ

からマンホールポンプの電気料、消耗品代などでございます。１３節につきまして

は、使用料徴収業務、電気工作物保安管理業務の委託料でございます。１９節補助金

につきましては、水洗便所改造資金貸付に係る利子補給金でございます。 

 ２款でございます。 

 農業集落排水事業１項１目建設費でございます。 

 これにつきましては、補助事業、町単独事業として合併施工による舗装復旧工事を

実施したものでございます。 

 １３節委託料につきましては、実施設計業務委託でございます。１５節工事請負費

につきましては、補助単独の合併施工により６，８１５平方メートルの舗装復旧を実

施したものでございます。 

 １８３ページです。 

 ２款公債費につきましては、公営企業金融公庫等の元金３件の償還及び利子１０件

の支払い分でございます。 

 なお、平成１９年度末の本特別会計の借り入れ残高は７億３，９３３万４，０００

円となっております。 

 １８４ページ、実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額６，３３０万２，０００円、歳出総額６，１２１万円、歳入歳出差引２０

９万２，０００円、翌年度へ繰り越し等の財源はございませんので、実質収支ともに

２０９万２，０００円であります。以上でございます。 
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 次に、議案書の５１ページをお願いいたします。 

 認定第１２号平成１９年度大和町戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算につい

てご説明いたします。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成１９年度大和町戸別合併処理浄化

槽特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を添えて議会の認定をお願いするも

のでございます。 

 詳細につきましては、決算書の１８７ページからとなります。 

 説明書の方は１３４ページに記載しておりますので、あわせてご参照をお願いします。 

 １８７ページの事項別明細書でございます。 

 歳入でございます。 

 １款分担金及び負担金１項１目合併処理浄化槽事業分担金につきましては、新設設

置分７４基、移行分２８基の合計１０２基の設置者分担金でございます。 

 ２款１項１目合併処理浄化槽使用料につきましては、設置及び管理移行、これまで

の合計２２０基に係る使用料収入でございます。 

 ３款１項１目合併処理浄化槽事業費国庫補助金につきましては、７４基の新規整備

費に対する補助金でございます。 

 １８８ページです。 

 ４款１項１目一般会計繰入金につきましては、財源調整のための繰り入れでありま

す。 

 ５款繰越金は前年度よりのものでございます。 

 ６款諸収入１項雑入につきましては、消費税の還付金であります。 

 １８９ページです。お願いします。 

 ７款町債でございます。 

 １項１目下水道債につきましては、事業執行に要した財源の確保を図ったものでご

ざいます。 

 １９０ページの歳出でございます。 

 １款合併処理浄化槽費１項１目一般管理費につきましては、管理浄化槽２２０基の

維持管理に要したものでございますが、主なものといたしまして、１１節は修繕費等

でございます。１２節は浄化槽の法定検査手数料、１３節につきましては、保守点検

業務委託料となっております。次に、１９節補助金につきましては、水洗便所改造資

金貸付に係る利子補給金でございます。負担金につきましては、県合併処理浄化槽普
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及促進協議会ほか１団体に係るものでございます。 

 ２項合併処理浄化槽建設費につきましては、浄化槽の設置に要した費用であります。 

 主なものといたしまして、１９１ページになります。 

 １５節工事請負費につきましては、浄化槽７４基の設置工事に要した費用でございま

す。 

 ２款１項公債費につきましては、財務省財政融資資金１件の利子支払い分でござい

ます。 

 なお、平成１９年度末の本会計の借り入れ残高は５，６３０万円となっておりま

す。 

 １９２ページの実質収支に関する調書でございます。 

 歳入総額９，６７６万５，０００円、歳出総額９，６２５万８，０００円、歳入歳

出差引５０万７，０００円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収

支額５０万７，０００円となっております。以上でございます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 財政課長千坂賢一君。 

 

財政課長 （千坂賢一君）  

 それでは、議案書の５２ページ、認定第１３号平成１９年度土地取得特別会計歳入

歳出決算について認定をお願いするものでございます。 

 決算書の１９５ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、１款１項１目利子及び配当金につきましては、土地基金の利

子収入でございます。 

 ２款繰越金については、前年度からのもの。 

 ３款諸収入の預金利子につきましては、歳計現金利子でございます。  

 歳出の諸費につきましては、需用費につきましては、予算書・決算書の印刷経費と

なってございます。 

 １９７ページになります。 

 歳入総額は１２万７，０００円、歳出総額６，０００円、差引額、実質収支額とも

１２万１，０００円となってございます。以上でございます。 
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議  長 （大須賀 啓君） 

 上下水道課長渋谷久一君。 

 

上下水道課長 （渋谷久一君） 

 議案書の５３ページをお願いいたします。 

 認定第１４号平成１９年度大和町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてであり

ます。 

 公営企業法第３０条第４項の規定により、平成１９年度大和町水道事業会計歳入歳

出決算を、別紙監査委員の意見を添えて議会の認定をお願いするものであります。 

 本年度の水道事業につきましては、決算書の１９８ページの決算報告及び施策の成

果に関する説明書１３６ページ以降で記載いたしましてご報告いたしておりますの

で、あわせてご参照をお願いします。 

 まず、給水状況等につきましては、本年度給水戸数７，９８２戸となっておりま

す。前年度より２１３戸増加している状況でございます。 

 それでは、安定給水のための事業の内容等につきましてご説明を申し上げます。 

 １９８ページからの決算報告書でございます。 

 収益的収入及び支出からご説明を申し上げます。 

 収入でございます。 

 １款水道事業収益につきましては、決算額８億４，４７２万７，１９５円となって

おりまして、前年度対比で４．５％の増となっております。 

 この内訳となりますが、１項営業収益につきましては、６億５，２９１万９，０１

８円となります。前年対比で５．２％の増でございます。 

 ２項営業外収益につきましては、１億９，１８０万８，１７７円で、これは前年対

比で２．７％の増となっております。これら、これ以降もでございますけれども、い

ずれも消費税込みの決算でございます。  

 次に、支出でございます。 

 １款水道事業費用につきましては、決算額８億１，９７６万７８２円となっており

まして、前年対比２．８％の増でございます。 

 内訳でございますが、１項営業費用につきましては、７億５，７９４万２，５２２

円となり、前年対比３．６％の増でございます。 

 ２項営業外費用でございますが、５，４７０万８，２９５円で、前年の８２．５％
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にとどまっております。 

 次に、３項特別損失７１０万９，９６５円につきましては、昨年１１月の大規模漏

水事故の修繕費用の計上でございます。 

 以上の結果、収入支出差引２，４９６万６，４１３円の黒字決算となっておりま

す。 

 次に、１９９ページの資本的収入及び支出でございます。 

 収入でございますが、１款資本的収入につきましては、決算額６，８９７万９，９

５０円で、前年の４２．４％にとどまっております。 

 このうち、１項企業債につきましては、３，８１０万円で、前年対比８３．２％の

増となっております。 

 ２項出資金につきましては、２，３０６万１，０００円で、前年の７１．３％にと

どまっております。 

 ３項補助金につきましては、７３８万円で、前年の３７．４％にとどまっておりま

して、第６次拡張事業の 終ということでございました。 

 ４項負担金につきましては４３万８，９５０円で、前年度の０．５％にとどまって

おります。 

 次に、支出です。 

 １款資本的支出につきましては、決算額２億３，９５８万３，８７１円で、前年の

９１．９％になっております。 

 このうち、１項建設改良費につきましては、１億６９８万２，２１７円で、前年の６

９．４％。 

 ２項企業債償還金につきましては、１億３，１６６万１，６５４円で、前年対比２

４．３％の増でございます。 

 ３項国庫補助金返還金９４万円につきましては、消費税相当分を国へ返還するもの

でございます。 

 以上の収支によりまして、資本的収支額が資本的支出額に不足する１億７，０

６０万３，９２１円、これにつきましては、過年度損益勘定留保資金１億６，０

２７万１，１４５円、建設改良積立金 ６００万円、消費税資本的収支調整額 

４３３万２，７７６円をもって補てんいたすものでございます。 

 次に、２００ページの損益計算書でございます。 

 消費税抜きの金額となりますが、まず１の営業収益につきましては、６億２，２５
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４万７，９９２円で、２の営業費用は７億３，１９８万６，５１０円となりまして、

営業損失でございますが、１億９４３万８，５１８円となっております。 

 次に、３の営業外収益でございます。 

 他会計補助金、開発負担金が主なものでございまして、１億８，７８８万９，０５

２円。 

 次に、４の営業外費用でございます。 

 営業外費用につきましては、支払い利息が主なものでございまして、５，４６

６万９，２８８円となり、経常利益につきましては、２，３７８万１，２４６円とな

っております。 

 次に、５の特別損失でございますが、これにつきましては、漏水事故修繕による臨

時損失の計上をいたしたものでございます。 

 以上によりまして、当年度純利益、これにつきまして１，６９８万８，６２２円と

なりまして、繰越利益剰余金１万８，５１５円を合わせました当年度未処分利益剰余

金は１，７００万７，１３７円ということになりました。 

 次に、２０１ページの剰余金計算書でございます。 

 剰余金計算書の利益剰余金の部でございますが、１の減債積立金は前年度５０万円

の繰り入れがございまして、年度末１８０万円となっております。 

 利益積立金につきましては、前年度８００万円の繰り入れを行いましたので、年度

末残高は１，６０２万７，９２８円となっております。 

 ３の建設改良積立金、当年度処分額が６００万円でございますので、年度末残高に

つきましては１，０００万円となりまして、これの１、２、３の積立金総合計につき

ましては２，７８２万７，９２８円となっております。 

 次に、未処分利益剰余金でございます。 

 前年度利益剰余金処分額として減債積立金、利益積立金、合計で８５０万円の処分

済みでございますので、繰越剰余金の年度末残高は１万８，５１５円でございます。

このことによりまして、当年度純利益と合わせた当年度末未処分利益剰余金は１，７

００万７，１３７円ということになっております。 

 次に、資本剰余金の部でございます。 

 １の国庫補助金につきましては、当年度発生が７３８万円でございます。処分額に

つきましては、返還金分９４万円で、当年度末残高は１１億４，７０８万５，３３５

円でございます。 
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 ２の受贈財産評価額につきましては、当年度発生額、これは南富吉土地区画整理組

合等からの資産受贈でございます。１億９，０９２万５，１４０円がございましたの

で、年度末が増加しまして残高が８億６，２６１万４，５５８円でございます。 

 次に、３の負担金であります。 

 当年度発生額は４３万８，９５０円となっておりますので、年度末残高は合計

で８億３，５６０万５，６１３円となっております。 

 その他資本剰余金につきましては、増減なしで８１万５，０００円。 

 翌年度繰越資本剰余金につきましては、２８億４，６１２万５０６円となっており

ます。 

 ２０２ページをお願いいたします。 

 剰余金処分計算書でございます。 

 当年度未処分利益剰余金につきましては、１，７００万７，１３７円となっており

ます。 

 次に、利益剰余金処分額でありますが、このうち減債積立金に１００万円、利益積

立金に６００万円、建設改良積立金に１，０００万円を処分するものとし、合計 

１，７００万円を処分し、翌年度繰越利益剰余金を７，１３７円といたすものでござ

います。 

 次に、貸借対照表でございます。 

 貸借対照表 ２０３ページでございます。 

 資産の部でございますが、１の固定資産です。 

 有形固定資産につきましては、土地、建物、構築物などでありますが、建設仮勘定

の５億８，５００万円ほどを含めまして、合計で５７億４，５６３万８，０５８円と

なっております。 

 無形固定資産は、電話加入権、ダム使用権で８８万１，３９２円となり、固定資産

合計で５７億４，６５１万９，４５０円となっております。 

 次に、流動資産でございますが、現金・預金、未収金などでございますが、合計５

億２，７３８万５，２３８円となっておりまして、資産の合計は６２億７，３９０万

４，６８８円となっております。 

 次に、負債の部でございます。 

 固定負債はございません。流動負債でございますが、未払金その他でございまし

て、合計１億６６０万２，９８４円でございます。負債の合計も同額となっておりま
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す。 

 資本の部でございます。 

 資本金は固有資本金、組入資本金などの自己資本金と、企業債でございます借入資

本金とがあります。合計で３２億７，６３４万６，１３３円となっております。 

 次に、剰余金の資本剰余金につきましては、国庫補助金、受贈財産評価額、各種負

担金などで、合計２８億４，６１２万５０６円となっております。 

 次に、利益剰余金につきましては、各種積立金と当年度未処分利益の合計で２

８億９，０９５万５，５７１円となりまして、資本の合計は６１億６，７３０万１，

７０４円、負債資本の合計は６２億７，３９０万４，６８８円となっております。 

 次に、２０４ページをお願いいたします。 

 収益費用の明細でございます。 

 １款水道事業収益２項１目給水収益からでございます。 

 給水収益につきましては、水道料金とメーター使用料を合わせて５億５，０７

７万６，６２３円、前年対比１．５％の増でございます。 

 ２目受託工事費につきましては、町道改良、下水道の事業によります受託でござい

まして、前年対比８４．２％の増の１，０６４万８，４２４円でございます。 

 ３目加入金につきましては、吉岡南、杜の丘地区などの新規加入増によりまし

て４，１８７万円で、前年対比６１．４％増となっております。 

 ４目その他営業収益につきましては、材売収益といたしましてコードカバー、分水

サドルの売却代でございます。手数料につきましては、設計審査手数料、回線手数料

などでございます。次の雑収益につきましては、下水道使用料などの徴収業務受託

料、消火栓維持管理料などでございます。 

 ２項営業外収益でございます。 

 １目他会計補助金につきましては、一般会計補助金で、高料金対策、簡易水道に対

するものの補助でございまして、前年対比１０．５％の増となっております。 

 ２目は預金利子でございます。 

 ３目開発負担金につきましては、大和インター及び南富吉区画整理組合、民間アパ

ートなどからの負担金の計上でございます。 

 ４目雑収益につきましては、第三者による施設破損に伴う損害請求額の計上でござ

います。 

 以上、収益合計が８億１，０４３万７，０４４円でございます。 
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 次に、２０５ページとなります。 

 １款水道事業費用１項営業費用１目浄配水費の主なものでございます。 

 １節から３節につきましては、職員人件費、４節賃金につきましては、事務補助員

の６カ月分の賃金でございます。７節通信運搬費につきましては、一般電話料及び監

視用テレメーターの専用回線料でございます。８節保険料につきましては、自動車、

建物、機械設備等に係る保険料でございます。９節委託料につきましては、メーター

検針、水質検査、メーター交換業務委託に要したものでございます。１２節動力費に

つきましては、町内６カ所の配水ポンプ場における動力電気代でございます。１４節

修繕費につきましては、各種水道施設の修繕に要した費用でございます。１５節受水

費につきましては、宮城県大崎広域水道からの受水料金でございまして、前年対比

３．８％の増となっております。１６節賃借料につきましては、水道料金調定収納シ

ステム、企業会計システムなどのシステム借上料でございます。 

 ２目受託工事費につきましては、関係工事に伴う配水管の布設がえに要した費用で

ございます。 

 ３目総係費につきましては、運営管理に要する事務費で、１節報酬は水道審議会の

委員１２名分の報酬でございます。５節委託料につきましては、水道庁舎の宿日直の

業務委託料、９節賃借料につきましては、石倉ポンプ場の用地借上料でございます。 

 ４目減価償却費につきましては、建物、構築物、車両、機械器具などの固定資産の

本年度償却分でございます。 

 ５目につきましては、棚卸資産の損耗費でございます。 

 ６目その他営業費用につきましては、コードカバー、分水サドルなどの在庫部品の

購入原価の計上でございます。 

 ２項営業外費用でございます。 

 １目支払利息につきましては、企業債利息でございます。 

 ２目雑支出につきましては、第三者による施設破損修繕及び消費税となっておりま

す。 

 ３項特別損失につきましては、昨年１１月の県道大和松島線における漏水事故の修

繕に要した費用を臨時損失として計上いたしたものであります。 

 次に、２０６ページの固定資産明細書でございます。 

 まず、有形固定資産の明細でございますが、資産の種類別に整理いたしております

が、合計で説明をいたします。 
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 年度当初につきましては、７８億７，４１６万９，７５５円の資産でございました

が、当年度増加額２億９，３６６万４，２９３円、減少額につきましては、売却分と

処分等分でございますが、９７万８７４円でございまして、年度末現在高は８１億

６，６８６万３，１７４円となっております。 

 これに対しまして減価償却累計額がございますが、本年度償却額１億５，５２０万

 ８５８円、これが累計額で増加しまして、売却資産等に係る減少額９２万２，３３

０円を差し引きまして、累計で２４億２，１２２万５，１１６円となります。これに

よりまして、年度末償却未済高は５７億４，５６３万８，０５８円となっておりま

す。  

 次に、無形固定資産の明細でございますが、年度当初額９１万３，１０３円に対し

ましてダム使用権の当年度償却額３万１，７１１円の減少により、年度末現在高が８

８万１，３９２円となっております。以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 これで説明を終わります。 

 これより平成１９年度大和町各種会計決算審査の報告を監査委員に求めます。 

 監査委員三浦春喜君。 

 

代表監査委員 （三浦春喜君）  

 それでは、各種会計決算審査意見書を出していただきます。 

 ２ページからでございますが、７月７日付にて町長より審査に付されました平成１

９年度各種会計の決算審査につきまして、審査を執行いたしましたが、その結果をご

報告申し上げます。 

 審査の対象でございますが、１番目の平成１９年度大和町一般会計決算について審

査と、２番の国民健康保険勘定から土地取得特別会計決算までの１２の特別会計、１

４の今説明ありました水道事業会計決算と１４にわたって審査をいたしたわけでござ

います。 

 審査の期間でございますが、一般会計につきましては、７月７日から８月４日まで

の１７日間、特別会計につきましては、７月８日から８月１日までの６日、基金関係

につきましては、７月７日、７月１７日の２日間です。財産に関する調書につきまし
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ては、７月８日１日、水道事業関係につきましては、６月１９日、６月２０日の２日

間、以上２８日間にわたって審査を執行いたしました。 

 その審査の結果を朗読いたします。 

 審査に付されました平成１９年度各種会計決算につきましては、決算計数に誤りな

く、歳入確保の努力、歳出の効率性が保持され、書類も整備されておりまして、会計

経理は全般的に適正妥当と認めました。 

 次の３ページにつきましては、朗読を割愛させていただきます。 

 ４ページをお開き願います。 

 ４ページの歳出の部分も割愛させていただきまして、下から３行目から朗読をさせ

ていただきます。 

 平成１９年度会計は、一般会計と１２の特別会計で歳入予算総額１６４億８，３４

１万４，０００円、調定額１７３億５，５３１万８，０００円、収入済額１６５億

１，２９２万３，０００円で、予算対比は１００．１８％と相なりました。調定対比

につきましては、９５．１５％であり、歳出においては、予算総額１６４億８，３４

１万４，０００円に対し、支出済額１６１億８６６万４，０００円で、予算現額に対

する執行率は９７．７３％と相なったわけでございます。 

 なお、一般会計で１億７，０６７万６，０００円、下水道特別会計で３，５７０万

円が繰越明許費として翌年度へ繰り越しされておりますが、不測の事情によるもので

やむを得ないものであると認定いたしました。 

 平成１９年度決算につきましては、一般会計、特別会計ともに適正に執行されたも

のと認定をいたしました。 

 次の町債現在高から水道事業会計決算までは、事務局より重点的にご報告をさせて

いただきますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 書記次長瀬戸正志君。 

 

議会事務局班長 （瀬戸正志君）  

 それでは、平成１９年度大和町各種会計決算審査意見書を朗読説明いたします。 

 今、代表が言われましたとおり、町債残高の調書、そこにございますが、上４行に

ついてはちょっと割愛させていただきます。 
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 本町の公債費比率は、１２．３％と、前年度の１３．３％に比較して１．０ポイン

トの減となった。町債残高は、前年度より６億７，８９２万６，０００円の減となっ

たものの、総額で１６６億４，１９５万８，０００円と多額になっており、後年度の

義務的経費の増加を招くので、長期的視点に立った財政見通しの中での運用になお一

層留意する必要がある。 

 それでは、６ページをお開きください。 

 財政収支の状況でございます。 

 本町の財政収支を普通会計（一般会計、奨学事業会計、土地取得会計）について見

ると、歳入決算総額９１億１，３４４万９，０００円、歳出決算総額８８億１，５１

２万３，０００円となり、歳入は前年度と比較し６，６９８万８，０００円の減、歳

出においては１億９，４８５万２，０００円の減となっている。歳入歳出差引額は２

億９，８３２万６，０００円となり、繰越明許費による翌年度に繰り越すべき財源は

ゼロであるため、実質収支も２億９，８３２万６，０００円の黒字となった。単年度

収支は、１億８，６３３万４，０００円の黒字、実質単年度収支においては、１億

９，７７０万１，０００円の赤字となった。 

 それでは、９ページをお開きください。 

 財政分析主要指数の推移でございます。 

 過去３カ年の指数の推移は下表のとおりであり、財政力指数が前年度より０．０１

ポイント上昇し０．６３４となった。財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年

度と比較し１．１ポイント増加し８９．３％となり、年々指数が上昇してきている。

財政構造の硬直化が懸念されるため、今後も経常経費の削減を念頭に入れた財政運営

が求められる。また、公債費比率は１．０ポイント減の１２．３％、地方債許可制限

比率は０．６ポイント増の７．８％と上昇しつつあるので、今後も財政運営には十分

に留意する必要がある。 

 それでは、歳入に入ります。 

 歳入決算の概要を示すと、平成１９年度一般会計予算額は９０億７，１１４万 

２，０００円、収入済額９１億７６２万３，０００円となり、前年度と比較し収入済

額で０．７％の減となっている。 

 町税は、町民税が前年度と比較すると収入済額で３５．９％、３億５，３７０万 

４，０００円の大幅な増、固定資産税が５．７％、１億４１０万２，０００円の増と

なり、総額で昨年度より４億６，９６１万５，０００円の増の３６億７，９１７万
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２，０００円の収入済額となり、構成比においても４０．４％と昨年度より５．４ポ

イント上回った。 

 町債は、前年度と比較し、収入済額で６，３５６万６，０００円、１０．４％減の

５億４，７７３万４，０００円となり、収入全体の６％を占めた。 

 それでは、１４ページをお開きください。 

 歳入状況を見ると、町税で２億４，４９２万５，０００円（前年度２億３，１２２万 

９，０００円）、分担金及び負担金８６５万４，０００円（前年度７５９万６，０００

円）、使用料及び手数料２８４万１，０００円（前年度２１３万５，０００円）、財政収

入５５万７，０００円（前年度４６万３，０００円）、諸収入２９５万７，０００円 

（前年度２４６万６，０００円）、国庫支出金１億５，０８６万５，０００円 （前年度

１億１，００２万４，０００円）の収入未済額が生じている。この中で、国庫支出金につ

いては繰越事業に伴うものであり、やむを得ないものである。 

 町税の収入未済額の内訳は、町民税１億４２９万４，０００円、固定資産税１億

３，７０６万７，０００円、軽自動車税３５６万４，０００円、総額２億４，４９２

万５，０００円となり、前年度と比較し１，３６９万６，０００円の増となってい

る。 

 一方、国保税の収入未済額も２，０２４万７，０００円増の３億５，１４９万 

６，０００円となり、年々増加傾向にある。国保税と合わせると５億９，６４２万 

２，０００円という多額の収入未済額となるので、徴収に対する努力は認めるが、税

の公平負担の原則から徴収率向上のため策定した町税等徴収事業計画に基づき、なお

一層の努力を望むものである。 

 また、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財政収入及び諸収入の収入未済額に

ついても、税と同様収入確保について特段の努力を望むものである。 

 町税の不納欠損処分については、前年度と比較し６２万９，０００円の減となって

いるものの、その金額は１，９３１万５，０００円という大きな額となっている。し

かし、合法的な手続により行われており、やむを得ないものと認めた。 

 それでは、２０ページをお開きください。 

 平成１９年度一般会計歳出予算額は９０億７，１１４万２，０００円、支出済

額は８８億９７２万４，０００円で、予算に対する執行率は９７．１２％である。

支出済額を前年度と比較すると１億９，４５６万５，０００円の減、不用額について

は９，０７４万１，０００円が生じている。 
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 以下４行は割愛させていただきます。 

 繰越明許費は、件数で２件、金額で１億７，０６７万６，０００円となっており、

前年度と比較し、金額で１，７２７万２，０００円の増となった。内訳は、総務費 

８，０３７万６，０００円（特定防衛施設周辺整備調整交付金事業）、土木費 ９，

０３０万円（地方道路整備臨時交付金事業）となっているが、それぞれやむを得ない

ものである。 

 以下３行は割愛させていただきます。 

 不用額９，０７４万１，０００円については、前年度に比較して５９４万円の増と

なった。事業の未執行は見受けられないが、なお、予算の補正措置等に十分考慮すべ

きである。 

 続きまして、特別会計に移ります。 

 それでは、２３ページをお開きください。 

 平成１９年度大和町国民健康保険事業勘定特別会計については、歳入予算額２

１億６，６２６万４，０００円、収入済額２１億８，４４５万２，０００円（予算対

比１００．８４％）となっており、歳入予算の確保はなされている。 

 しかし、調定対比については８５．４８％であり、収入未済額３億５，１４９万

６，０００円が発生している。これは、前年度と比較し２，０２４万７，０００円

（６．１１）％の増となっている。 

 不納欠損額は、前年度に比較して５４３万３，０００円の増となっており、そ

の金額は１，９６０万５，０００円という大きな額となっている。しかし、合法的

な手続により行われており、やむを得ないものと認めた。 

 国保税の徴収率は６５．４１％と減少に歯どめがきかず、前年度に比較しても１．

４８ポイントの減となっている。この内訳は、現年度分で０．０４ポイント減の８

７．３６％、滞納繰越分で１．４６ポイント減の１４．７５％となっている。滞繰分

については、昨年度より大きく減少し１４％台まで落ち込んでいる。 

 現年度分については、昨年度とほぼ同程度の徴収率となったが、収入未済額が年々

増加しているので、今後も町税等徴収事業計画に基づき特段の徴収努力を望むもので

ある。 

 歳出については、支出済額２１億３，５３３万８，０００円で９８．５７％の執行率と

なっている。 

被保険者数は、老人を除く５，２９４人で、前年度と比較し５２人、１．０％の減と
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なっている。 

 以下６行は割愛させていただきます。 

 それでは、２６ページをお開きください。 

 （２）の介護保険事業勘定特別会計において２５７万円の不納欠損が発生している

ものの、合法的な手続により行われており、やむを得ないものと認めました。 

 それでは、３４ページをお開きください。 

 平成１９年度の下水道事業特別会計については、歳入予算総額１１億９，３４１万

８，０００円、調定額１１億９，０４３万７，０００円、収入済額１１億６，３２０

万３，０００円で、予算対比９７．５％、調定対比９７．７％となった。 

 収入未済額の２，７０３万６，０００円の内訳は、受益者負担金２９３万１，００

０円、下水道使用料６２５万５，０００円、国庫補助金１，７８５万円となってお

り、前年度と比較して、受益者負担金で６５万２，０００円の増、下水道使用料で７

６万１，０００円の増となった。なお、国庫補助金については、繰越事業に伴うもの

であり、やむを得ないものである。 

 不納欠損処分については、１９万８，０３４円となっているが、合法的な手続によ

り行われており、やむを得ないものと認めた。 

 水洗化普及状況を見ると、水洗化率８３．９０％と、前年度対比で０．０４％の増

にとどまっており、普及についてなお一層の啓発を望むものである。 

 以下２行は割愛させていただきます。 

 なお、その他の特別会計についても、歳入歳出ともに議決どおり執行されており、

適正と認めております。 

 それでは、３５ページ、大和町水道事業会計に移ります。 

 上段から６行は割愛させていただきます。 

 平成１９年度の給水状況については、給水人口が２万２，４７９人で、前年度

と比較し３０８人、１．４％の増、給水戸数で７，９８２戸で、前年度と比較し 

２１３戸、２．７％の増、年間配水量では２８４万９，２６０立方メートルと、前年

度に比較し３万 ２，９０６立方メートル、１．２％の増、年間給水量は２３４万

６，２６７立方メートルと、前年度に比較し３万１，６６８立方メートル、１．４％

の増となり、有収率は前年度と比較し０．１ポイント増の８２．３％となっている。 

 以下５行は割愛させていただきます。  

 財政状況については、収益的収支で収入総額８億１，０４３万７，０４４円 （税
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抜き）に対し、支出総額７億９，３４４万８，４２２円（税抜き）と、収入支出差引

１，６９８万８，６２２円が当年度純利益となっている。前年度に比較すると、給水

人口・給水戸数・給水収益はわずかながら増加となったものの、給水加入金において

は、吉岡南第二土地区画整理組合及び杜の丘の住宅販売増加により、大幅な伸びとな

った。これに対し、費用の面では大崎広域水道からの受水費留保水量が平成１８年度

から段階的に解除され、受水費の増加や、昨年１１月に発生した鶴巣落合線配水管漏

水事故による特別損失等があったものの、支払利息の減少等により収支においては利

益が確保された。 

 また、資本的収支においては、収入総額６，８９７万９，９５０円（税込み）に対

し、支出総額２億３，９５８万３，８７１円（税込み）で、その差１億７，０６０万

３，９２１円については、過年度分損益勘定留保資金１億６，０２７万１，１４５

円、建設改良積立金６００万円、消費税資本的収支調整額４３３万２，７７６円をも

って補てんしている。 

 まだまだ景気が好転しない状況下で、水需要の伸びに多くを期待できないものの、

株式会社東京エレクトロンを初めとする企業の進出による波及効果に期待するととも

に、平成１９年度から平成２２年度にかけて実施される補償金免除繰上償還に係る借

換債による支払利息の減少や、施設の維持管理等における縮減を図りながら、引き続

き諸経費の節減、合理化を積極的に推進し経営の効率化を図るよう、なお一層の努力

を望むものである。 

 経理については、各関係諸帳簿と計数を照合した結果、適正であると認めました。

  

 それでは、４０ページをお開きください。 

 財産管理についてでございます。 

 公有財産の管理について、普通財産、行政財産ともに取得、処分、所管替等の都度

台帳整備が行われており、台帳と財産の整合性は図られていた。 

 以下２行は割愛いたします。 

 物品調達基金、肉用牛貸付飼育事業運営基金、土地基金の運用については、各関係

帳簿と計数を照合した結果、計数に誤りなく基金の運用がなされ、妥当性が保持され

ているものと認めました。以上でございます。 

 

 

 41



議  長 （大須賀 啓君） 

 ここで休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

 

     午後０時０７分   休  憩 

     午後０時５８分   再  開 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、財政健全化法に係る審査の報告を監査委員に求めます。 

 監査委員三浦春喜君。 

 

代表監査委員 （三浦春喜君） 

 １ページをお開き願います。 

 ことしから初めてでございますが、８月２７日付で町長より下記の財政健全化審査

意見について下記のとおり審査要請あったわけでございます。それで、朗読をいたし

ます。 

 平成１９年度財政健全化審査及び経営健全化審査意見について。 

 地方公共団体の財政健全化に関する法律第３条及び第２２条の規定により、審査に

付されました平成１９年度財政健全化判断比率及び公営企業にかかわる資金不足等に

ついて審査をいたしましたので、次のとおりご報告申し上げます。 

 ２ページをお開き願います。 

 平成１９年度普通会計健全化審査意見書 

 審査の概要でございます。 

 この財政健全化審査は、町長より提出されました健全化判断比率及び算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査をいたし

ました。 

 審査の結果でございますが、総合的な部分でございます。 

 審査に付されました下記健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。 
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 次の個別意見を朗読いたします。 

 ①実質赤字比率について 

 平成１９年度の決算は、黒字となっており、実質赤字比率に該当しない。その黒字

の比率は５％で、適正な比率となっております。 

 ②につきまして、連結実質赤字比率について 

 平成１９年度の連結実質赤字比率は、黒字となっており、連結実質赤字比率に該当

しない。その黒字の比率は１３．８４％で、適正な比率となっております。 

 ③につきましては、実質公債費比率について 

 平成１９年度の実質公債費比率は１５．２％となっており、早期健全化基準の２

５％と比較すると、これを下回り良好な比率である。 

 ④でございますが、将来負担比率について、平成１９年度の将来負担比率は２０．

３％となっており、早期健全化基準の３５０％と比較すると下回り、良好な比率であ

る。 

 （３）の改善事項につきましては、該当がありません。 

 次、３ページでございますが、水道事業の経営健全化審査意見書でございます。 

 健全化審査につきましては、町長から提出されました資金不足比率及び算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正かどうかというようなことで審査をいたしました。

審査に付されました下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも適正に作成されているものと認めます。 

 個別意見でございますが、資金不足比率について平成１９年度は４億２，０７８万

２，０００円の資金余剰額がありまして、資金不足比率には該当をいたしておりませ

ん。資金不足の状況にはなく良好な状態であると認めました。指摘事項はございませ

ん。 

 次、４ページをお開き願います。 

 平成１９年度下水道事業特別会計経営健全化審査でございますが、審査の概要につ

きましては割愛させていただきます。 

 総合意見は審査に付されました下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は適正であるものと認めました。 

 資金不足の個別意見でございますが、資金不足比率について 

 平成１９年度は１，５５３万４，０００円の資金剰余額があり、資金不足比率には

該当をいたしておりません。資金不足の状況にはなく良好な状態であると認めまし

 43



た。指摘事項はありません。 

 次、５ページでございます。 

 平成１９年度農業集落排水事業特別会計経営健全化の審査でございますが、審査の

結果に経営健全化比率２０％で、平成１９年度の不足比率については、当町では該当

になっておりません。 

 個別意見ですが、資金不足比率について 

 平成１９年度は２０９万１，０００円の資金の余剰額がありまして、資金不足比率

に該当しない状態です。資金不足の状況にはなく良好な状態であると認定いたしまし

た。改善事項は該当いたしておりません。 

 次、６ページをお開き願います。 

 平成１９年度戸別合併処理浄化槽設置事業特別会計経営健全化の審査でございます

が、審査の結果でございますが、個別意見で朗読します。 

 資金不足比率については、平成１９年度は５０万７，０００円の資金余剰額があり

まして、資金不足比率には該当しておりません。資金不足の状況にはなく良好な状態

であると認定いたしました。改善事項その他については該当がございません。以上で

終わります。 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 監査委員報告についての質疑は決算特別委員会の 終日に行う予定となっておりま

すので、ご了承願います。 

 

    決算特別委員会の設置について 

 

議  長 （大須賀 啓君） 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第１４号までについては、議長

を除く全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査すること

にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

 異議なしと認めます。よって、認定第１号から認定第１４号までの各種会計歳入歳

出決算については、議長を除く全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これ

に付託の上審査することに決定しました。 
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 ただいま決算特別委員会が設置されましたので、ここで委員長及び副委員長を選任

願います。 

 委員長、副委員長を選任するため、暫時休憩します。 

 

     午後１時０７分   休  憩 

     午後１時０８分   再  開 

      

議  長 （大須賀 啓君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 決算特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので報告します。 

 委員長に堀籠英雄委員、副委員長に中山和広委員が選任されました。 

 お諮りします。 

 決算特別委員会による決算審査及び議事の都合により、９月１１日から９月１８日

までの８日間、本会議を休会としたいと思います。これに異議ありませんか。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

 異議なしと認めます。よって、９月１１日から９月１８日までの８日間を休会とす

ることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ延会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

    「異議なし」と呼ぶ者あり 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 再開は９月１９日の決算特別委員会終了後とします。 

 

    午後１時１０分   延  会 


